
７ 障 福 第  号 

令和７年  月  日 

各市町村障害福祉担当課長 殿 

 

愛知県福祉局福祉部障害福祉課長  

 

災害時情報連絡体制の市町村調査（障害のある方への配慮状況）について（依頼） 

 

平素より本県の障害福祉施策の推進に御理解と御協力をいただきありがとうございます。 

本県では、手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進

に関する条例及び障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の規定を鑑

み、「あいち障害者福祉プラン 2021-2026」において災害時の障害の特性に応じた連絡体制の

整備状況の把握や、障害の特性に応じた避難所準備情報等の提供、避難支援体制の整備など、

障害のある方が安全に避難できる環境の整備に取り組むこととしています。加えて、2025 年

６月 25 日には、手話施策推進法が施行され、同法の基本的施策において、災害等の非常事態

が発生した場合等に安全を確保するための手話による情報提供が規定されています。 

上記を踏まえ、本県では、県内各市町村の災害時情報連絡体制等の整備に係る取組の検討

を促していくため、本調査を実施し、情報共有を図っているところです。 

つきましては、今年度も下記のとおり調査を実施しますので、御協力いただきますようお

願いします。なお、御回答いただいた内容は、今後の防災対策の充実に向けた検討材料とし

て活用し、愛知県障害者施策審議会専門部会の検討資料とします。御協力いただきますよう

お願い申し上げます。 

あわせて、今年度、障害のある方々の避難所における情報格差の解消に役立てることを目

的とした普及啓発小冊子を作成し、貴市町村にお配りする予定としておりますので、御承知

おきください。 

記 

１ 提出物 

  2025 年度災害時情報連絡体制の市町村調査（障害のある方への配慮状況） 

 

２ 提出方法 

  下記のリンクから Microsoft Forms にアクセスしてご回答ください。 

Forms による回答が難しい場合は、電子メールで下記担当者宛にご提出ください。 

 https://forms.office.com/r/XErfzB7ffi 

  

３ 提出期限 

  令和７年１０月３１日（金） 

 

参考資料３－２ 

案 



４ その他 

  調査結果は、１２月下旬開催予定の第２回愛知県障害者施策審議会専門部会の資料とし、

その後、各市町村にフィードバックさせていただくほか、県のＷｅｂページ等に掲載いた

します。 

   

 

担 当 社会参加推進グループ（長田）                      

電 話 ０５２－９５４－６６９７（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

メール shogai@pref.aichi.lg.jp 
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